
県工事成績調書作成要領の一部を改正する要領 

 県工事成績調書作成要領（平成１５年７月１４日施行）の一部を次のように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

第１から第７まで（略） 

 

第８ 完成検査請求時の考査に使用するファイルは、過去に考査した中間検査

等で作成したもの（考査した中間検査等がない場合は、工事の基本情報を入

力したものをいう。ただし、年度で成績調書の様式等が変更になった場合等

はこの限りではない。）とし、工事担当課所の長は、規程第９条に基づく完成

検査を請求する場合に、完成検査請求の成績調書の原本を添付するものとし、

担当検査員にそのファイルを送信する。ただし、完成検査請求時に完成検査

請求の成績調書の原本を添付できない場合は、写しを添付できるものとし、

原本は検査当日に検査員へ提出するものとする。 

 

２から別記様式まで（略） 

第１から第７まで（略） 

 

第８ 完成検査請求時の考査に使用するファイルは、過去に考査した中間検査

等で作成したもの（考査した中間検査等がない場合は、工事の基本情報を入

力したものをいう。ただし、年度で成績調書の様式等が変更になった場合等

はこの限りではない。）とし、工事担当課所の長は、規程第９条に基づく完成

検査を請求する場合に、完成検査請求の成績調書の原本の添付するものとし、

担当検査員にそのファイルを送信する。ただし、完成検査請求時に完成検査

請求の成績調書の原本を添付できない場合は、写しを添付できるものとし、

原本は検査当日に検査員へ提出するものとする。 

 

２から別記様式まで（略） 



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－１① 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 黄色 ：入力箇所　　　　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 （評価項目）

【共通】
□  施工体制が不備であり、監督職員から文書により改善指示を行った。

□施工体系図に記載のなかった業者が作業していた。
□施工体制台帳及び施工体系図に記載されている主任技術者が、本人ではなかった。
□その他（ ）

　　　　　　 　　　　　　　　 □　元請負人が下請工事の施工に実質的に関与していないことが確認された。

　　　　　　 　　　　　　　　 上記項目のいずれかに該当すれば・・・・・・・・・・ｅ（施工体制が不備である）

【共通】
□  工事カルテの登録が、監督職員の確認を受けた（建築、機械、電気は監督職員に報告した）上で契約後１０日以内に行われていた。
□  元請負者として、下請負契約の内容を把握・確認し、適切に下請負承認等の手続がされ、施工体系図等が提出されていた。
□  品質証明では品質証明員及び資格が確認でき、品質証明の時期・確認項目が、工事全般にわたり、よく把握されていた。（条件明示されている場合）
□ 「建設業許可票」、「労災保険成立票」及び「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識（シール）」の標識が現場に掲示されていた。
□  建設業退職金共済制度等の適切な退職金制度の加入が確認され、共済証紙の配布先及び配布状況が帳簿等により適切に把握されていた。
□  工事規模に応じた人員、機械配置の施工となっていた。
□  当初及び変更後の施工体制台帳等（下請契約書（写）を添付）が現場に備え付けられ、かつ、それらの写しが提出されていた。
□  施工体系図が、常に工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（施工体制が適切である）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（施工体制がほぼ適切である）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（施工体制がやや不備である）

　　　　　　 Ⅱ．配置技術者 チェック欄 評定結果 適合率 評点
（現場代理人等） 未入力 ? ?

（評価項目）

【共通】
□  現場代理人等の技術者配置が不備で、監督職員が文書により改善指示を行った。

□現場代理人が実質的に常駐していなかった。
□主任技術者が実質的に専任されていなかった。（請負金額が建築一式工事で9000万円以上、その他の工事で4500万円以上の場）

□その他（ ）
□  専門技術者が配置されていなかった（専門技術者を配置すべき場合）。

１項目でも該当すれば・・・・・ｄ（技術者の配置がやや不備である）
２項目以上の該当があれば・・・ｅ（技術者の配置が不備である）

【共通】
□  現場代理人として、工事全体の把握ができていた。
□  現場代理人として、監督職員との連絡調整を書面で行っていた。
□  主任技術者又は監理技術者として技術的判断にすぐれ良好な施工に努めた。
□  施工に先だち、創意工夫又は提案をもって工事を進めていた。
□  契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っていた。
□  設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は適切に対応していた。
□  作業環境等（現場・気象・地質条件）の困難克服に努めていた。
□  下請の施工体制、施工状況を常に把握し、適切に監理していた。

□  作業主任者を選任し、配置していた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（技術者が適切に配置されている）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（技術者がほぼ適切に配置されている）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（技術者の配置がやや不備である）

考査項目 細　　別

□監理技術者が所持する監理技術者資格者証の該当資格、有効期間等が適切でなかった。（下請契約の総額が建築一式工事で8000万円以上、その他の工事で5000万円以上の場合）

□監理技術者が実質的に専任されていなかった。（建築一式工事において請負金額が9000万円以上かつ下請負契約の総額が8000万円以上、その他の工事で下請負契約の総額が5000万
円以上の場合）



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－１① 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 　　黄色 ：入力箇所　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

1.施工体制　Ⅰ.施工体制一般 （評価項目）

【共通】
□  施工体制が不備であり、監督職員から文書により改善指示を行った。

□施工体系図に記載のなかった業者が作業していた。
□施工体制台帳及び施工体系図に記載されている主任技術者が、本人ではなかった。

□その他（ ）
　　　　　　　　　　　　　　 □　元請負人が下請工事の施工に実質的に関与していないことが確認された。

　　　　　　　　　　　　　　 上記項目のいずれかに該当すれば・・・・・・・・・・ｅ（施工体制が不備である）

【共通】
□  工事カルテの登録が、監督職員の確認を受けた（建築、機械、電気は監督員に報告した）上で契約後１０日以内に行われていた。
□  元請負者として、下請負契約の内容を把握・確認し、適切に下請負承認等の手続がされ、施工体系図等が提出されていた。
□  品質証明では品質証明員及び資格が確認でき、品質証明の時期・確認項目が、工事全般にわたり、よく把握されていた。（条件明示されている場合）
□ 「建設業許可票」、「労災保険成立票」及び「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識（シール）」の標識が現場に掲示されていた。
□  建設業退職金共済制度等の適切な退職金制度の加入が確認され、証紙の配布先及び配布状況が帳簿等により適切に把握されていた。
□  工事規模に応じた人員、機械配置の施工となっていた。
□  工事の火災保険等に、適切な内容と期間で加入していた。（設計図書に定めのある場合）
□  その他（理由： ）

□  当初及び変更後の施工体制台帳等(下請契約書（写）を添付)が現場に備え付けられ、かつ、それらの写しが提出されていた。

□  施工体系図が、常に工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていた。

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（施工体制が適切である）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（施工体制がほぼ適切である）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（施工体制がやや不備である）

　　　　　　Ⅱ．配置技術者　 チェック欄 評定結果 適合率 評点
（現場代理人等） 未入力 ? ?

（評価項目）

【共通】
□  現場代理人等の技術者配置が不備で、監督職員が文書により改善指示を行った。

□現場代理人が実質的に常駐していなかった。
□主任技術者が実質的に専任されていなかった。(請負金額が建築一式工事で9000万円以上、その他の工事で4500万円以上の場合)

□その他（ ）
□  専門技術者が配置されていなかった（専門技術者を配置すべき場合）。

１項目でも該当すれば・・・・・ｄ（技術者の配置がやや不備である）
２項目以上の該当があれば・・・ｅ（技術者の配置が不備である）

【共通】
□  現場代理人として、工事全体の把握ができていた。
□  現場代理人として、監督職員との連絡調整を書面で行っていた。
□  主任技術者又は監理技術者として技術的判断にすぐれ良好な施工に努めた。
□  施工に先だち、創意工夫又は提案をもって工事を進めていた。
□  契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っていた。
□  設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は適切に対応していた。
□  作業環境等（現場・気象・地質条件）の困難克服に努めていた。
□  下請の施工体制、施工状況を常に把握し、適切に監理していた。

□  作業主任者を選任し、配置していた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（技術者が適切に配置されている）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（技術者がほぼ適切に配置されている）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（技術者の配置がやや不備である）

考査項目

□監理技術者が所持する監理技術者資格者証の該当資格、有効期間等が適切でなかった。（下請契約の総額が建築一式工事で8000万円以上、その他の工事で5000万円以上の場合）

□監理技術者が実質的に専任されていなかった。(建築一式工事において請負金額が9000万円以上かつ下請負契約の総額が8000万円以上、その他の工事で下請負契約の総額が5000万円
以上の場合)



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－１② 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 黄色 ：入力箇所　　　　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 （評価項目）

【共通】
　　　　　　 □  設計図書と適合しない箇所があり、文書により改造請求を行った。
　　　　　　 □  施工計画書（建築・設備工事の場合は総合施工計画書）が工事着手前に提出されていなかった。
　　　　　　 □  定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。

□  契約図書に基づく施工上の義務につき、監督職員が文書により改善指示を行った。

上記の１項目でも該当あれば・・・・ｄ（施工管理がやや不備である）
２項目以上該当があれば・・・・・・ｅ（施工管理が不備である）

　　　　　　 【共通】
□  工事請負契約書第１９条第１項第１号から５号に係わる設計図書の照査を行い、監督職員の確認を受けて施工を行っていた。
□  施工計画書の内容が、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていた。
□  施工計画書と現場の施工体制等が一致していた。

　　　　　　 □  施工計画書と現場の使用材料及び施工方法が一致していた。
　　　　　　 □  工事材料の調達計画が十分なされ、管理されていた。

□  日常の出来形管理が適時、的確に行われていた。
　　　　　　 □  日常の品質管理が適時、的確に行われていた。
　　　　　　 □  現場内での整理整頓が日常的になされていた。
　　　　　　 □  使用材料等の品質保証書等及び工事記録写真等が適切に整理されていた。
　　　　　　 □  段階確認の申請、立会申請の手続が適切な時期に行われていた。
　　　　　　 □  履行報告、材料受入検査、試験成績結果報告、打合せ記録簿等の工事記録の整備が適時、的確になされていた。
　　　　　　 □  建設副産物及びリサイクルへの取組が適切になされていた。
　　　　　　 □  工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用していた。

□  その他（理由： ）

【建築、電気、機械】
□  各工事科目の施工計画書のうち「品質計画」の部分が、その工事の着手前に監督職員の承諾を得ていた。
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（施工管理が適切である）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（施工管理がほぼ適切である）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（施工管理がやや不備である）

　　　　　　 Ⅱ．工程管理 チェック欄 評定結果 適合率 評点
　　　　　　 未入力 ? ?

（評価項目）

【共通】
□  受注者の責により工期内に工事を完成することができなかった。

上記項目に該当すれば・・・ｅ （工程管理が不備である）

□  自主的な工程管理がなされず、監督職員が文書により改善指示を行った。
　　　　　　
　　　　　　 上記項目に該当すれば・・・ｄ  （工程管理がやや不備である）

【共通】
　　　　　　 □  ネットワーク工程表等による実施工程表の作成及びフォローアップを行っており，適切に工程管理を行っていた。

□  工事の進捗状況の定期報告が、所定の期日までに適正に行われていた。
　　　　　　 □  時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず、工程に遅れがなかった。
　　　　　　 □  現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また、地元調整を積極的に行い円滑な工事進ちょくを行った。
　　　　　　 □  休日の確保を行いつつ、余裕をもって工事を完成させた。
　　　　　　 □  工程表の内容が検討され充実していた。
　　　　　　 □  夜間や休日等の作業が少なかった。（施工条件で夜間、休日作業指定がない場合）
　　　　　　 □  現場事務所では、現在の工程を工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握していた。

□　別途併行工事との工程の調整が良好であった。（併行工事のある場合）
　　　　　　 □  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・ａ （工程管理が適切である）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・ｂ （工程管理がほぼ適切である）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・ｃ （他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・ｄ （工程管理がやや不備である）

　　　　　　

考査項目 細　　別



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－１② 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 　　黄色 ：入力箇所　　　　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

２．施工状況 Ⅰ．施工管理　 （評価項目）

【共通】
　　　　　　 □  設計図書と適合しない箇所があり、文書により改造請求を行った。
　　　　　　 □  施工計画書（建築・設備工事の場合は総合施工計画書）が工事着手前に提出されていなかった。
　　　　　　 □  定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。

□  契約図書に基づく施工上の義務につき、監督職員が文書により改善指示を行った。

上記の１項目でも該当あれば・・・・ｄ（施工管理がやや不備である）
２項目以上該当があれば・・・・・・ｅ（施工管理が不備である）

　　　　　　 【共通】
□  契約書１９条第１項第１号から５号に係わる設計図書の照査を行い、監督職員の確認を受けて施工を行っていた。
□  施工計画書の内容が、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていた。
□  施工計画書と現場の施工体制等が一致していた。

　　　　　　 □  施工計画書と現場の使用材料及び施工方法が一致していた。
　　　　　　 □  工事材料の調達計画が十分なされ、管理されていた。

□  日常の出来形管理が適時、的確に行われていた。
　　　　　　 □  日常の品質管理が適時、的確に行われていた。
　　　　　　 □  現場内での整理整頓が日常的になされていた。
　　　　　　 □  使用材料等の品質保証書等及び工事記録写真等が適切に整理されていた。
　　　　　　 □  段階確認の申請、立会申請の手続が、適切な時期に行われていた。
　　　　　　 □  履行報告、材料受入検査、試験成績結果報告、打合せ記録簿等の工事記録の整備が適時、的確になされていた。
　　　　　　 □  建設副産物及びリサイクルへの取組が適切になされていた。
　　　　　　 □  工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用していた。

□  その他（理由： ）
【建築、電気、機械】
□  各工事科目の施工計画書のうち「品質計画」の部分が、その工事の着手前に監督職員の承諾を得ていた。
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（施工管理が適切である）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（施工管理がほぼ適切である）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（施工管理がやや不備である）

　　　　　　 Ⅱ．工程管理　　 チェック欄 評定結果 適合率 評点
　　　　　　 未入力 ? ?

（評価項目）

【共通】
□  受注者の責により工期内に工事を完成することができなかった。

上記項目に該当すれば・・・ｅ （工程管理が不備である）

□  自主的な工程管理がなされず、監督職員が文書により改善指示を行った。
　　　　　　
　　　　　　 上記項目に該当すれば・・・ｄ  （工程管理がやや不備である）

【共通】
　　　　　　 □  ネットワーク工程表等による実施工程表の作成及びフォローアップを行っており，適切に工程管理を行っていた。

□  工事の進捗状況の定期報告が、所定の期日までに適正に行われていた。
　　　　　　 □  時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず、工程に遅れがなかった。
　　　　　　 □  現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また、地元調整を積極的に行い円滑な工事進ちょくを行った。
　　　　　　 □  休日の確保を行いつつ、余裕をもって工事を完成させた。
　　　　　　 □  工程表の内容が検討され充実していた。
　　　　　　 □  夜間や休日等の作業が少なかった。（施工条件で夜間、休日作業指定がない場合）
　　　　　　 □  現場事務所では、現在の工程を工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握していた。

□　別途併行工事との工程の調整が良好であった。（併行工事のある場合）
　　　　　　 □  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・ａ （工程管理が適切である）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・ｂ （工程管理がほぼ適切である）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・ｃ （他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・ｄ （工程管理がやや不備である）

　　　　　　

考査項目 　細　　　別　　



改正後（新） 改正前（旧） 

別紙－１③（略） 別紙－１③（略） 



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?

別紙－１④ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 該当（評価）する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 黄色 ：入力箇所　　　　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 評点
未入力 － ?

３．出来形及び Ⅰ.出来形 □　工事内容上、出来形評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

□  ａ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  ｂ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内であった。
□  ｃ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ａ及びｂに該当しない。
□  ｄ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、監督職員が文書で改善指示を行った。
□  ｅ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、工事請負契約書第１８条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

①出来形の評定は、工事全般を通したものとする。
②出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

３．出来形及び Ⅰ.出来形 □　工事内容上、出来形評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□  監督職員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（出来形管理がやや不備である）

□  工事請負契約書第１８条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（出来形管理が不備である）

□  計測が求められている現場施工部分の形状、寸法、数量等の設計値に対する実測値が図表に整理され、かつ、許容範囲内であった。
□　施工計画書等で出来形の管理基準を設定して、適切に管理していた。
□　写真による出来形の管理記録が適切にまとめられており、よく整理されていた。
□　出来形測定や、不可視部分となる箇所の出来形が写真や施工記録等で的確に確認できた。
□　整備前後の劣化状況・修復状況について、図表等で記録していた。
□  製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が許容範囲内であった。
□  製品の機能、性能の実測値等が、設計図書に定めるもの以上となっていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率９０％以上・・・・・・・・・ａ（出来形管理が適切である）
適合率８０％以上～９０％未満・・・ｂ（出来形管理がほぼ適切である）
適合率６０％以上～８０％未満・・・ｃ（他の項目に該当しない）
適合率６０％未満・・・・・・・・・ｄ（出来形管理がやや不備である）

土　 木　 工　 事

③出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。

建築・電気・機械工事

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

（上・下限値が有る場合） 上限規格値

↑
｜

↑ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

（下限値のみの場合） 仮想の上限規格値
↑

↑ ｜
｜ ｜

↑ ｜
｜ ｜
↓ ↓
↑ ↑
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

出来形及び品質のばらつきの判定方法

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値が
あるものと仮定し、考慮する。

〔管理図〕

上限値
を
仮定50%

80%

80%
設計値 50%

設計値
50% 80%

ばらつきが少ない ばらついている ばらつきが大きい

規
格
値

〔度数表又はヒストグラム〕

規
格
値

規
格
値

規
格
値

規
格
値

規
格
値



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?

別紙－１④ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 該当（評価）する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 　　黄色 ：入力箇所　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 評点
未入力 － ?

3.出来形及び Ⅰ.出来形 □　工事内容上、出来形評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

□  ａ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  ｂ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内であった。
□  ｃ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ａ及びｂに該当しない。
□  ｄ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、監督職員が文書で改善指示を行った。
□  ｅ：出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、契約書第１8条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

①出来形の評定は、工事全般を通したものとする。
②出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

3.出来形及び Ⅰ.出来形 □　工事内容上、出来形評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□  監督職員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（出来形管理がやや不備である）

□ 契約書第１8条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（出来形管理が不備である）

□  計測が求められている現場施工部分の形状、寸法、数量等の設計値に対する実測値が図表に整理され、かつ、許容範囲内であった。
□　施工計画書等で出来形の管理基準を設定して、適切に管理していた。
□　写真による出来形の管理記録が適切にまとめられており、よく整理されていた。
□　出来形測定や、不可視部分となる箇所の出来形が写真や施工記録等で的確に確認できた。
□　整備前後の劣化状況・修復状況について、図表等で記録していた。
□  製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が許容範囲内であった。
□  製品の機能、性能の実測値等が、設計図書に定めるもの以上となっていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率９０％以上・・・・・・・・・ａ（出来形管理が適切である）
適合率８０％以上～９０％未満・・・ｂ（出来形管理がほぼ適切である）
適合率６０％以上～８０％未満・・・ｃ（他の項目に該当しない）
適合率６０％未満・・・・・・・・・ｄ（出来形管理がやや不備である）

土　 木　 工　 事

③出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。

建築・電気・機械工事

※（建築に付帯
する程度の外
構、植栽は、こ
の区分による）

（上・下限値が有る場合） 上限規格値

↑
｜

↑ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

（下限値のみの場合） 仮想の上限規格値
↑

↑ ｜
｜ ｜

↑ ｜
｜ ｜
↓ ↓
↑ ↑
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

出来形及び品質のばらつきの判定方法

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値が
あるものと仮定し、考慮する。

〔管理図〕

上限値
を
仮定50%

80%

80%
設計値 50%

設計値
50% 80%

ばらつきが少ない ばらついている ばらつきが大きい

規
格
値

〔度数表又はヒストグラム〕

規
格
値

規
格
値

規
格
値

規
格
値

規
格
値



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?

別紙－１⑤ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 該当（評価）する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 黄色 ：入力箇所　　　　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 評点
未入力 - ?

３．出来形及び Ⅱ．品　質 □　工事内容上、品質評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

□  ａ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  ｂ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内であった。
□  ｃ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ａ及びｂに該当しない。
□  ｄ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。監督職員が文書で改善指示を行った。
□  ｅ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。工事請負契約書第１８条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

①品質の評定は、工事全般を通したものとする。
②品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

３．出来形及び Ⅱ．品　質 □　工事内容上、品質評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□　監督職員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

□　工事請負契約書第１８条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（品質管理が不備である）

【建築・電気・機械　共通】
□  品質や性能確保のため、工事（製作）着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できた。
□　現地状況を勘案し、施工方法を工夫していた。
□  納まりが複雑又は不明確な部分について、施工図等で十分検討がなされていた。
□  材料の品質照合が品質証明書等（現物照合を含む）で確認でき、満足するものであった。

□　材料や製品の品質、性能が試験結果報告書や検査証明書等で確認でき、満足するものであった。
□  その他（理由： ）

【建築】
□  躯体工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  仕上工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  外構、植栽工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  その他（理由： ）

【電気・機械】 【対象工種：電気工事・電気通信工事・管工事・機械器具設置工事　他】
□  機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足するものであった。
□  溶接管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  塗装管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、その結果や管理内容が試験記録等で確認でき、満足するものであった。
□  操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足するものであった。
□  設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足するものであった。
□  不可視となる部分の品質確保のための工事写真、施工記録等が整備されていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率９０％以上・・・・・・・・・ａ（品質管理が適切である）
適合率８０％以上～９０％未満・・・ｂ（品質管理がほぼ適切である）
適合率６０％以上～８０％未満・・・ｃ（他の項目に該当しない）
適合率６０％未満・・・・・・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

土　 木　 工　 事

③品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管
理体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議のうえで品質管理を行うものである。

建築・電気・機械工事

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

（上・下限値が有る場合） 上限規格値

↑
｜

↑ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

（下限値のみの場合） 仮想の上限規格値
↑

↑ ｜
｜ ｜

↑ ｜
｜ ｜
↓ ↓
↑ ↑
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

出来形及び品質のばらつきの判定方法

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値が
あるものと仮定し、考慮する。

〔管理図〕

上限値
を
仮定50%

80%

80%
設計値 50%

設計値
50% 80%

ばらつきが少ない ばらついている ばらつきが大きい

規
格
値

〔度数表又はヒストグラム〕
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改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?

別紙－１⑤ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 該当（評価）する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓの場合「１」、ｎｏの場合「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 　　黄色 ：入力箇所　　　（監督員・主任監督員）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 評点
未入力 - ?

考査項目 細　　別 □　工事内容上、品質評定が出来なかった。
3.出来形及びⅡ．品　質
出来ばえ 上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

１）土木工事

□  ａ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  ｂ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内であった。
□  ｃ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ａ及びｂに該当しない。
□  ｄ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きい。監督職員が文書で改善指示を行った。
□  ｅ：品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。契約書第１８条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

①品質の評定は、工事全般を通したものとする。
②品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

3.出来形及びⅡ．品　質 □　工事内容上、品質評定が出来なかった。
出来ばえ

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□　監督職員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

□　契約書第１８条第２項、第３項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（品質管理が不備である）

【建築・電気・機械　共通】
□  品質や性能確保のため、工事（製作）着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できた。
□　現地状況を勘案し、施工方法を工夫していた。
□  収まりが複雑又は不明確な部分について、施工図等で十分検討がなされていた。
□  材料の品質照合が品質証明書等（現物照合を含む）で確認でき、満足するものであった。
□　材料や製品の品質、性能が試験結果報告書や検査証明書等で確認でき、満足するものであった。
□  その他（理由： ）

【建築】
□  躯体工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  仕上工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  外構、植栽工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  その他（理由： ）

【電気・機械】 【対象工種：電気工事・電気通信工事・管工事・機械器具設置工事　他】
□  機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足するものであった。
□  溶接管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  塗装管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□  製品の機能、性能管理が設計図書のとおり実施され、その結果や管理内容が試験記録等で確認でき、満足するものであった。
□  操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足するものであった。
□  設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足するものであった。
□  不可視となる部分の品質確保のための工事写真、施工記録等が整備されていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率９０％以上・・・・・・・・・ａ（品質管理が適切である）
適合率８０％以上～９０％未満・・・ｂ（品質管理がほぼ適切である）
適合率６０％以上～８０％未満・・・ｃ（他の項目に該当しない）
適合率６０％未満・・・・・・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

土　 木　 工　 事

③品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理
体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議のうえで品質管理を行うものである。

建築・電気・機械工事

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

（上・下限値が有る場合） 上限規格値

↑
｜

↑ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

（下限値のみの場合） 仮想の上限規格値
↑

↑ ｜
｜ ｜

↑ ｜
｜ ｜
↓ ↓
↑ ↑
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

出来形及び品質のばらつきの判定方法

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値が
あるものと仮定し、考慮する。

〔管理図〕
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改正後（新） 改正前（旧） 

別紙－１⑥（略） 別紙－１⑥（略） 



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ※このシートは自動計算ではありません、表をチェックし表下欄に直接点数を数字で入力します。

※該当項目が無い場合であっても、表下欄の評点入力欄に必ず「0」を入力のこと。
　評点： 未入力

別紙－１⑦ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
［記入方法］チェック欄には「１」を入力すること。評点入力欄は計点数を直接入力のこと。（例：キーワード９．照明・視界確保等の工夫に「１」を入力、評点入力に「２」を入力,分野の箇所に具体的に記載のこと）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例：キーワード９．照明・視界確保等の工夫に「１」を入力，評点入力に点数を入力し，備考欄に具体的な内容を記載のこと）

黄　色 ：評点入力箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　（監督員・主任監督員）

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫
（準備・後片づけ関係）

【軽微なもの】 キーワード評価 　１．測量・位置出しにおける工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　２．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（施工関係）
　３．施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は設備据付後の試運転調整の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　４．路面ヒータ設置による積雪対策により工事区間の事故防止を図った。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　５．土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　６．部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　７．設備工事で、加工、組立等の工夫又は電気工事の配線、配管等での工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　８．給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　９．照明・視界確保等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１０．仮締切等における作業環境の自主的工夫（例：暗渠排水設置や常時排水併用） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１１．防塵処理機能付き切削機械を持ち込み施工した。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１２．掘削時の法面崩壊防止と保護を鑑みた施工を実施した。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１３．施工管理及び品質向上等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１４．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（品質関係）
１５．新材料を使用した工事 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
１６．土工関係、設備関係、電気関係の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
１７．コンクリートの打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来形・品質等） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　例：寒中コンクリート打設時に防寒シートを採用　　　
１８．鉄筋、ＰＣ　ケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
１９．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（安全衛生関係）
２０．安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２１．安全教育(外部機関を利用した建設従事者教育の実施等)、技術向上講習会等、安全パトロール、 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　安全帯等に関する工夫
２２．現場事務所、労務者宿舎等の居住空間及び設備等の工夫、 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２３．有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２４．供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策及び一般交通確保等のための工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２５．作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫（例：熱中症対策としてヘルメット裏側に保冷剤の活用等） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２６．ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２７．リスクアセスメントの実施 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　（「県工事成績調書におけるリスクアセスメントの加点措置要領」に基づき加点措置条件を満たしている場合）
２８．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（施工管理関係）
２９．盛土の締固、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関係する工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３０．施工計画書及び写真管理等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３１．出来形、品質等の計測関係等の工夫及び集計、管理図等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３２．簡易重量計を現場に搬入、管理し過積載防止に積極的に取り組んだ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３３．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（その他）
３４．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３５．その他（理由： ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

記述評価 点　←　評　点　入　力 【創意工夫の特記事項】

　・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
　・加点は＋５点～０点の範囲とする。
　・該当キーワード数の数と重みを勘案して評点する。
　・１項目１点を基準とする　　

　　※１．創意工夫においては「４．工事特性、高度な技術力」の考査項目において評価するほどではないが、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。
　　※２．「２．施工状況「３．出来形及び出来ばえ」においても創意工夫は加点対象とされるが、企業努力を引き立たせるため本考査項でも再評価する。
　　※３．「４．工事特性」との二重評価はしない。

考査項目 細　　別 チェック欄 備　　　　　　　　　　　考創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト）

【ﾁｪｯｸ欄に番号入
力したキーワード
項目について、特
記があれば記述】



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　 ※このシートは自動計算ではありません、表をチェックし表下欄に直接点数を数字で入力します。

※該当項目が無い場合であっても、表下欄の評点入力欄に必ず「0」を入力のこと。
　評点： 未入力

別紙－１⑦ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
［記入方法］チェック欄には「１」を入力すること。評点入力欄は計点数を直接入力のこと。（例：キーワード９．照明・視界確保等の工夫に「１」を入力、評点入力に「２」を入力,分野の箇所に具体的に記載のこと）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例：キーワード９．照明・視界確保等の工夫に「１」を入力，評点入力に点数を入力し，備考欄に具体的な内容を記載のこと）

黄　　色 ：評点入力箇所　　　（監督員・主任監督員）

５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫
（準備・後片づけ関係．）

　【軽微なもの】 キーワード 　１．測量・位置出しにおける工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　　　評　価 　２．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（施工関係）
　３．施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は設備据付後の試運転調整の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　４．路面ヒータ設置による積雪対策により工事区間の事故防止を図った。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　５．土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　６．部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　７．設備工事で、加工、組立等の工夫又は電気工事の配線、配管等での工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　８．給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
　９．照明・視界確保等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１０．仮締切等における作業環境の自主的工夫（例：暗渠排水設置や常時排水併用） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１１．防塵処理機能付き切削機械を持ち込み施工した。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１２．掘削時の法面崩壊防止と保護を鑑みた施工を実施した。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１３．施工管理及び品質向上等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
１４．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（品質関係）
１５．新材料を使用した工事 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
１６．土工関係、設備関係、電気関係の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
１７．コンクリートの打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来形・品質等） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　例：寒中コンクリート打設時に防寒シートを採用　　　
１８．鉄筋、ＰＣ　ケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
１９．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（安全衛生関係）
２０．安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２１．安全教育(外部機関を利用した建設従事者教育の実施等)、技術向上講習会等、安全パトロール、 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　安全帯等に関する工夫
２２．現場事務所、労務者宿舎等の居住空間及び設備等の工夫、 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２３．有毒ガス・可燃ガスの処理。及び粉塵防止策や作業中の換気等等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２４．供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策及び一般交通確保等のための工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２５．作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫（例：熱中症対策としてヘルメット裏側に保冷剤の活用等） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２６．ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
２７．リスクアセスメントの実施 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　（「県工事成績調書におけるリスクアセスメントの加点措置要領」に基づき加点措置条件を満たしている場合）
２８．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（施工管理関係）
２９．盛土の締固、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関係する工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３０．施工計画書及び写真管理等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３１．出来形、品質等の計測関係等の工夫及び集計、管理図等の工夫 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３２．簡易重量計を現場に搬入、管理し過積載防止に積極的に取り組んだ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３３．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（その他）
３４．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
３５．その他（理由： ) （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

記述評価 点　←　評　点　入　力 【創意工夫の特記事項】

　・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
　・加点は＋５点～０点の範囲とする。
　・該当キーワード数の数と重みを勘案して評点する。
　・１項目１点を基準とする　　

　　※１．創意工夫においては「４．工事特性、高度な技術力」の考査項目において評価するほどではないが、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。
　　※２．「２．施工状況「３．出来形及び出来ばえ」においても創意工夫は加点対象とされるが、企業努力を引き立たせるため本考査項でも再評価する。
　　※３．「４．工事特性」との二重評価はしない。

考査項目 細　　　別
チェック欄

備　　　　　　　　　　　考１　．創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト）

【ﾁｪｯｸ欄に番号入
力したキーワード
項目について、特
記があれば記述】



改正後（新） 改正前（旧） 

別紙－２①（略） 別紙－２①（略） 



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－２② 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 該当する項目の□の左のチェック欄には、「１」を入力する。表下欄の評点入力とはリンクしない。点数は表下欄の評点入力欄に直接入力のこと。

（該当する項目がない場合も評点入力欄に「０」を入力のこと。） 緑色 ：入力箇所　　　　　　　　　　　　（総括監督員）

チェック欄 評点
未入力

４．工事特性 （評価項目）

【共通】
Ⅰ作業環境、社会条件等への対応
□１.周辺環境条件により、工程等に大きな影響を受けた工事。例えば「地元調整や環境対策など予測が難しい制限を受けた工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□２.施工箇所が広範囲にわたる工事。例えば「施工箇所が散在する農地復旧工事や圃場整備工事の付帯工事」又は「災害復旧工事等が複数箇所をまとめて発注された工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□３.工事の実施にあたり各種の制約があり、施工の制限を受けた工事。例えば「外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人の動線がある工事や関係機関との協議により
　不測の工程制限を受けた工事」など、評価する。
　（評価理由： ）

□４.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事。例えば「不測の重要な地下埋設物の出現により、施工方法について変更提案し施工した工事」など、
  評価する。　　　　　　　　　　　　                                                                                    　
　（評価理由： ）
□５.特殊な地盤条件への対応が必要な工事。例えば「急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）」など、
　評価する。　
　（評価理由： ）
□６.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事。例えば「農業農村事業において設計外で具体に環境に配慮した取り組みを実施した工事」又は
 「河川工事等において重要種等の動植物の保全及び河川環境の保全に配慮しながら施工した工事」など、評価する。
　（評価理由： ）

□７.契約等に関する対応が必要な工事。例えば「施工者の責によらない契約変更が複数回に及んだ工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□８.管理項目等に関する対応が必要な工事。例えば「主要工種（７０％を占める工種）の内訳が複数工種ある工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□９.その他（評価項目 ）
　（評価理由： ）

評点入力　→ 点 ・加点は＋１０～０点の範囲とする。

・内容を勘案して評点する。１項目２点とする。
・「その他」は細別の項目に類似しない場合に記載する。複数項目も可。
・評価項目　Ⅲその他　８．における主要工種の内訳数は、評価対象工種（①～㉓）を単位とする。　

※１．工事特性とは、工事の施工において、作業環境、社会条件、厳しい自然・地盤条件等「施工条件等」への対応について評価するもので、施工中不測の事態に施工業者が自主的対応策を

　　　検討し発注者に対し施工提案するなどの配慮等について、加点評価する。
※２．総合評価落札方式（高度型及び標準型）に係る工事の価格以外の評価項目について、契約時の評価結果で加点評価されたもののうち、評価する項目に該当する場合に項目（１～９）ごとに加点する。
　　　また、技術提案を求めない場合で、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。
※３．総合評価落札方式（簡易型）に係る工事及び従来の入札方式による工事について、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。

考査項目 細　　別

Ⅰ.施工条件等へ
の対応

【該当項目がない
場合であっても、
評点「０」を入力
のこと】

Ⅱ厳しい自然・地盤条件への対応

Ⅲその他



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－２② 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 該当する項目の□の左のチェック欄には、「１」を入力する。表下欄の評点入力とはリンクしない。点数は表下欄の評点入力欄に直接入力のこと。

（該当する項目がない場合も評点入力欄に「０」を入力のこと。） 緑色 ：入力箇所　　　　　（総括監督員）

考査項目　　 　細　　　別　　 チェック欄 評点
４．工事特性 Ⅰ.施工条件等への対応 未入力

（評価項目）

【共通】
Ⅰ作業環境、社会条件等への対応
□１.周辺環境条件により、工程等に大きな影響を受けた工事。例えば「地元調整や環境対策など予測が難しい制限を受けた工事。」  など、評価する。
　（評価理由： ）
□２.施工箇所が広範囲にわたる工事。例えば「施行カ所が散在する農地復旧工事や圃場整備工事の付帯工事」又は「災害復旧工事等が複数箇所をまとめて発注された工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□３.工事の実施にあたり各種の制約があり、施工の制限を受けた工事。例えば「外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人の動線がある工事や関係機関との
　協議により不測の工程制限を受けた工事」など、評価する。
　（評価理由： ）

□４.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事。例えば「不測の重要な地下埋設物の出現により、施工方法について 変更提案し施工した工事。」
  など、評価する。　　　　　　　　　　　　                                                                                    　
　（評価理由： ）
□５.特殊な地盤条件への対応が必要な工事 。例えば「急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった
　工事（法面工は除く）。」　など、評価する。
　（評価理由： ）
□６.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事。例えば「農業農村事業において設計外で具体に環境に配慮した取り組みを実施した工事」又は
 「河川工事等において重要種等の動植物の保全及び河川環境の保全に配慮しながら施工した工事」など、評価する。
　（評価理由： ）

□７.契約等に関する対応が必要な工事 。例えば「施行者の責によらない契約変更が複数回に及んだ工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□８.管理項目等に関する対応が必要な工事 。例えば「主要工種（７０％を占める工種）の内訳が複数工種ある工事」など、評価する。
　（評価理由： ）
□９.その他（評価項目 ）
　（評価理由： ）

評点入力　→ 点 ・加点は＋１０～０点の範囲とする。

・内容を勘案して評点する。１項目２点とする。
・「その他」は細別の項目に類似しない場合に記載する。複数項目も可。
・評価項目　Ⅲその他　８．における主要工種の内訳数は、評価対象工種（①～㉓）を単位とする。　

※１．工事特性とは、工事の施工において、作業環境、社会条件、厳しい自然・地盤条件等「施工条件等」への対応について評価するもので、施行中不測の事態に施工業者が自主的対応策を

　　　検討し発注者に対し施工提案するなどの配慮等について、加点評価する。

※２．総合評価落札方式（高度型及び標準型）に係る工事の価格以外の評価項目について、契約時の評価結果で加点評価されたもののうち、評価する項目に該当する場合に項目（１～９）ごとに加点する。

　　　また、技術提案を求めない場合で、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。

※３．総合評価落札方式（簡易型）に係る工事及び従来の入札方式による工事について、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。

【該当項目がない
場合であっても、
評点「０」を入力
のこと】

Ⅱ厳しい自然・地盤条件への対応

Ⅲその他



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－２③ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 該当する項目の□の左のチェック欄には、「１」を入力する。表下欄の評点入力とはリンクしない。点数は表下欄の評点入力欄に直接入力のこと。

（該当する項目がない場合も評点入力欄に「０」を入力のこと。） 緑色 ：入力箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総括監督員）

チェック欄 評点
未入力

６．社会性等 Ⅰ.地域への貢献 （評価項目）

【共通】
□  災害時及び防災活動時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した。【災害復旧・防災支援】 （ ）
　　・上記の状況下において、救援・活動に積極的に協力した場合、評価する。
□  工事従事者が家畜の感染症等の防疫作業に積極的に協力した。【防疫活動】 （ ）

    ・公的機関からの要請文書等証明するものを確認し評価する。
□　定期的に広報紙や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。【建設業ふれあい活動】 （ ）

　　・広報紙及び現場見学会を複数回開催し、積極的に地元と接触していることが判明したら評価する。
　　・活動内容が把握できる資料を確認し評価する。
□  地域生活に密着したゴミ拾い、道路清掃等のボランティア活動等へ積極的に参加し、地域に貢献した。【環境美化】 （ ）

　　・請負区間以外に概ね０．５～１ｋｍ程度を更に活動していれば評価する。　　　
    ・地区の組織に参画し、定期的に実施している場合は評価する。
□  国立公園や県立公園等及び周辺地域等の環境保全、貴重種等の動・植物への保護等に積極的に取り組んだ。【環境保全】 （ ）

    ・「公園内の移動は車でなく徒歩で移動した」など、評価する。
□　通学路の確保（除雪等）を図った。【安全確保】 （ ）

（ ）

□  その他（理由： ） （ ）

評点入力　→ 点 ・加点は＋１０～０点の範囲とする。１項目１点とする

・内容を勘案して評点する。
　　（「その他」は、細別の例示に類似しない場合に記載する。複数項目も可。）

※１．地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、受注者が自主的に実施した地域社会や住民に対する配慮等であり、資料等に基づいて実績が確認できた場合は加点項目として評価する。

※２．総合評価落札方式（高度型及び標準型）の価格以外の評価項目について、契約時の評価結果で加点評価されたもののうち、評価する項目に該当する場合に加点する。
　　　また、技術提案を求めない場合で、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。
※３．総合評価落札方式（簡易型）に係る工事及び従来の入札方式による工事について、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。

考査項目 細　　別 備　　　　　　　　　　　考

    ・最近地の教育施設等迄の通学路等において、請負区間以外に１ｋｍ程度除雪した場合や段差の解消を行うなど
　　　歩行空間の安全確保を実施した場合に評価する。

□　地域の地場産材（品）を積極的に使用した。【地場産品の活用】

　　・県内工場の製品を採用し施工実施している。
     ＊「県内工場の製品を採用し施工実施している評価は、以下の製品を２品以上使用した場合とする。」
      ・”２品以上”とは「①宮城県グリーン製品」で１品、「②県産材木材」で１品、
        及び農業農村整備事業関係工事においては「③宮城県産再生粗骨材を20～30％使用したコンクリート製品」
        で１品とカウントし、２つ以上。
    　・上記①～③の各製品毎に、何種類使用しても１品とする。
        例：①グリーン製品認定品のうち３種類の製品を使用した→１品
      ・グリーン製品認定品の中で「生活用品」と「家具」は除く。
       （ただし建築工事で目的物として使用した場合は認める）
      ・設計図書に使用を明記されている製品は除く。
         ただし「１製品以上」等の表記に対して複数の製品を使用した場合は加点して良い。

【該当項目がない
場合であっても、
評点「０」を入力
のこと】



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－２③ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 該当する項目の□の左のチェック欄には、「１」を入力する。表下欄の評点入力とはリンクしない。点数は表下欄の評点入力欄に直接入力のこと。

（該当する項目がない場合も評点入力欄に「０」を入力のこと。） 緑色 ：入力箇所　　　　　（総括監督員）

考査項目　　 　細　　　別　　 チェック欄 評点
６．社会性等 Ⅰ.地域への貢献 未入力

（評価項目）
【共通】
□  災害時及び防災活動時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した。【災害復旧・防災支援】 ( )

　　・上記の状況下において、救援・活動に積極的に協力した場合、評価する。
□  工事従事者が家畜の感染症等の防疫作業に積極的に協力した。【防疫活動】 ( )

    ・公的機関からの要請文書等証明するものを確認し評価する。
□　定期的に広報紙や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。【建設業ふれあい活動】 ( )

　　・広報紙及び現場見学会を複数回開催し、積極的に地元と接触していることが判明したら評価する。
　　・活動内容が把握できる資料を確認し評価する。
□  地域生活に密着したゴミ拾い、道路清掃等のボランティア活動等へ積極的に参加し、地域に貢献した。【環境美化】 ( )

　　・請負区間以外に概ね０．５～１ｋｍ程度を更に活動していれば評価する。　　　
    ・地区の組織に参画し、定期的に実施している場合は評価する。
□  国立公園や県立公園等及び周辺地域等の環境保全、貴重種等の動・植物への保護等に積極的に取り組んだ。【環境保全】 ( )

    ・「公園内の移動は車でなく徒歩で移動した」など、評価する。
□　通学路の確保（除雪等）を図った。【安全確保】 ( )

( )

□  その他（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ） ( )

評点入力　→ 点 ・加点は＋１０～０点の範囲とする。 １項目1点とする

・内容を勘案して評点する。
　　（「その他」は，細別の例示に類似しない場合に記載する。複数項目も可。）

※１．地域への貢献等とは、工事の施工にともなって、受注者が自主的に実施した地域社会や住民に対する配慮等であり，資料等に基づいて実績が確認できた場合は加点項目として評価する。

※２．総合評価落札方式（高度型及び標準型）の価格以外の評価項目について、契約時の評価結果で加点評価されたもののうち、評価する項目に該当する場合に加点する。

　　　また、技術提案を求めない場合で、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。

※３．総合評価落札方式（簡易型）に係る工事及び従来の入札方式による工事について、受注者が自主的に採用した該当項目がある場合は加点する。

備　　　　　　　　　　　考

    ・最近地の教育施設等迄の通学路等において、請負区間以外に１ｋｍ程度除雪した場合や段差の解消を行うなど
　　　歩行空間の安全確保を実施した場合に評価する。

□　地域の地場産材（品）を積極的に使用した。【地場産品の活用】

　　・県内工場の製品を採用し施工実施している。
     ＊「県内工場の製品を採用し施工実施している評価は、以下の製品を2品以上使用した場合とする。」
      ・”２品以上”とは「①宮城県グリーン製品」で１品，「②県産材木材」で１品，
        及び農業農村整備事業関係工事においては「③宮城県産再生粗骨材を20～30％使用したコンクリート製品」
        で１品とカウントし，２つ以上。
    　・上記①～③の各製品毎に，何種類使用しても１品とする。
        例：①グリーン製品認定品のうち３種類の製品を使用した→１品
      ・グリーン製品認定品の中で「生活用品」と「家具」は除く。
       （ただし建築工事で目的物として使用した場合は認める）
      ・設計図書に使用を明記されている製品は除く。
         ただし「1製品以上」等の表記に対して複数の製品を使用した場合は加点して良い。

【該当項目がない
場合であっても、
評点「０」を入力
のこと】



改正後（新） 改正前（旧） 

別紙－２④（略） 別紙－２④（略） 



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（完成）

別紙－３① 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所　　　　（検査員）

チェック欄 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 （評価項目）

【共通】
□  設計図書と適合しない箇所があり、文書により修補指示を行った。（共通）
□  契約図書に基づく施工上の義務につき、監督職員が文書により履行の指示を行った。（共通）

上記１項目に該当事項すれば・・・ｄ（施工管理がやや不備である）
上記２項目に該当事項すれば・・・ｅ（施工管理が不備である）

【共通】
□  工事請負契約書第１９条第１項第１号から５号までに基づく設計図書の照査を行い、施工がなされていた。
□  施工計画書と現場の使用材料及び施工方法が一致していた。
□  工事材料は、資料や見本の整理及び確認がなされ、品質に影響がないように管理されていた。
□  品質確保のための対策など施工に関する工夫がみられる。
□  工事記録写真等の整理がよくなされていた。
□  段階確認の申請、立会申請の手続が適切な時期に行われていた。
□  工事打合せ簿、施工管理資料等が、適時、的確に整備されていた。
□  建設副産物及びリサイクルへの取組が適切になされていた。
□  建設業退職金共済制度等の適切な退職金制度に加入していた。
□  作業分担と責任の範囲が書面で確認できた。
□  計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更施工計画書を提出していた。
□  施工体系図、施工体制台帳が整備されていた。
□  施工計画書と現場の施工体制が一致していた。
□  品質証明体制が確立され、有効に機能していた。（条件明示されている場合）
□  施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていた。
□  その他（理由： ）

【建築・電気・機械工事】
□  操作マニュアル、保証書が整備されていた。

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・ａ（施工管理が優れている）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・ｂ（施工管理がやや優れている）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・ｄ（施工管理がやや不備である）

考査項目 細　　別



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（完成）

別紙－３① 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所（検査員）

チェック欄 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 （評価項目）

【共通】
□  設計図書と適合しない箇所があり、文書により修補指示を行った。（共通）
□  契約図書に基づく施工上の義務につき、監督職員が文書により履行の指示を行った。（共通）

上記１項目に該当事項すれば・・・ｄ（施工管理がやや不備である）
上記２項目に該当事項すれば・・・ｅ（施工管理が不備である）

【共通】
□  契約書１９条第１項第１号から５号までに基づく設計図書の照査を行い、施工がなされていた。
□  施工計画書と現場の使用材料及び施工方法が一致していた。
□  工事材料は、資料や見本の整理及び確認がなされ、品質に影響がないように管理されていた。
□  品質確保のための対策など施工に関する工夫がみられる。
□  工事記録写真等の整理がよくなされていた。
□  段階確認の申請、立会申請の手続が、適切な時期に行われていた。
□  工事打合せ簿、施工管理資料等が、適時、的確に整備されていた。
□  建設副産物及びリサイクルへの取組が適切になされていた。
□  建設業退職金共済制度等の適切な退職金制度に加入していた。
□  作業分担と責任の範囲が書面で確認できた。
□  計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出していた。
□  施工体系図、施工体制台帳が整備されていた。
□  施工計画書と現場の施工体制が一致していた。
□  品質証明体制が確立され、有効に機能していた。（条件明示されている場合）
□  施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていた。
□  社内の管理基準等が作成され、その基準で管理していた。
□  その他（理由： ）

【建築・電気・機械工事】
□  操作マニュアル、保証書が整備されていた。

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・ａ（施工管理が優れている）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・ｂ（施工管理がやや優れている）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・ｃ（他の事項に該当しない）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・ｄ（施工管理がやや不備である）

考査項目 細　　別



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（完成） ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 評点

未入力 ? ?

別紙－３② 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 該当（評価）する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所　　　（検査員）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 適合数 評点
未入力 0 ?

Ⅰ．出来形 □　工事内容又は工程上、出来形評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

※上記項目に該当すれば・・・ｄ

※上記項目に該当すれば・・・ｅ

[ばらつき範囲]
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内であった。
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％を超えるものがあった。

[評価項目]
□  規格値を満足し、出来形管理図及び出来形管理表に創意工夫があった。
□  規格値を満足し、自社の管理基準を設定し、管理していた。
□  規格値を満足し、出来形測定において、不可視部分が写真で的確に判断出来る。
□  規格値を満足し、写真管理基準の管理項目を満足していた。
□  その他（理由： ）

出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内で、「評価項目」の４項目以上が適合する。・・・・ａ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の３項目が適合する。・・・・・・ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の２項目が適合する。・・・・・・ｂ’
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内で、「評価項目」の３項目以上が適合する。・・・・ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の２項目が適合する。・・・・・・ｃ
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％を超え、「評価項目」の４項目以上が適合する。・・・・ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の３項目が適合する。・・・・・・ｃ
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ａ、ａ’、ｂ及びｂ’に該当しない。　　    　　　　　　　・・・・・・・・・・ｃ

５０％以内 ８０％以内 ８０％を超える

４項目以上 ａ ｂ ｂ ｃ
３項目 ｂ ｂ ｃ ｃ
２項目 ｂ’ ｃ ｃ ｃ
１項目以下 ｃ ｃ ｃ ｃ

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?
Ⅰ.出来形 □　工事内容又は工程上、出来形評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□　監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（出来形管理がやや不備である）

□　工事請負契約書第１８条第２項、第３項又は第３４条第２項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（出来形管理が不備である）

□  出来形の実測値が管理記録として適切にまとめられており、確認できた。
□  施工計画書等で出来形の管理基準を設定して、適切に管理していた。
□  写真による出来形の管理記録が適切にまとめられており、よく整理されていた。
□  出来形測定や、不可視部分となる箇所の出来形が写真や施工記録等で的確に確認できた。
□　整備前後の劣化状況・修復状況について、図表等で記録していた。
□  製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が、許容範囲内であった。
□　製品の機能、性能の実測値等が、設計図書に定めるもの以上となっていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９５％以上・・・・・・・・ａ
適合率が９０％以上～９５％未満・・ａ’
適合率が８５％以上～９０％未満・・ｂ
適合率が８０％以上～８５％未満・・ｂ’
適合率が６０％以上～８０％未満・・ｃ
適合率が６０％未満・・・・・・・・ｄ

評定不可

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

土   木   工   事

３．出来形及び出
来ばえ

建築・電気・機械工事

３.出来形及び出
来ばえ

項
目
数

適
　
合

ばらつきで判定可能

□　出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、工事請負契約書第１８条第２項、第３項又は第３４
条第２項に基づき破壊検査を行った。

（上・下限値が有る場合） 上限規格値

↑
｜

↑ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

（下限値のみの場合） 仮想の上限規格値
↑

↑ ｜
｜ ｜

↑ ｜
｜ ｜
↓ ↓
↑ ↑
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

出来形及び品質のばらつきの判定方法

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値が
あるものと仮定し、考慮する。

〔管理図〕

上限値
を
仮定50%

80%

80%
設計値 50%

設計値
50% 80%

ばらつきが少ない ばらついている ばらつきが大きい

規
格
値

〔度数表又はヒストグラム〕

規
格
値

規
格
値

規
格
値

規
格
値

規
格
値



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（完成） ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。

評価対象工事 評定結果 評点

未入力 ? ?

別紙－３② 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 該当（評価）する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所　　　　　　　　（検査員）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 適合数 評点
未入力 0 ?

Ⅰ.出来形 □　工事内容または工程上、出来形評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

※上記項目に該当すれば・・・ｄ

※上記項目に該当すれば・・・ｅ

[ばらつき範囲]
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内であった。
□  出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％を越えるものがあった。

[評価項目]
□  規格値を満足し、出来形管理図及び出来形管理表に創意工夫があった。
□  規格値を満足し、自社の管理基準を設定し、管理していた。
□  規格値を満足し、出来形測定において、不可視部分が写真で的確に判断出来る。
□  規格値を満足し、写真管理基準の管理項目を満足していた。
□  その他（理由： ）

出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内で、「評価項目」の４項目以上が適合する。・・・・ａ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の３項目が適合する。・・・・・・ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の２項目が適合する。・・・・・・ｂ’
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％以内で、「評価項目」の３項目以上が適合する。・・・・ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の２項目が適合する。・・・・・・ｃ
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の８０％を超え、「評価項目」の４項目以上が適合する。・・・・ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　「評価項目」の３項目が適合する。・・・・・・ｃ
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ａ、ａ’、ｂ及びｂ’に該当しない。　　    　　　　　　　・・・・・・・・・・ｃ

５０％以下 ８０％以下 ８０％を超える

４項目以上 ａ ｂ ｂ ｃ
３項目 ｂ ｂ ｃ ｃ
２項目 ｂ’ ｃ ｃ ｃ
１項目以下 ｃ ｃ ｃ ｃ

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?
Ⅰ.出来形 □　工事内容または工程上、出来形評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

（評価項目）

□　監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（出来形管理がやや不備である）

□　契約書第１8条第２項、第３項又は第３４条第２項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（出来形管理が不備である）

□  出来形の実測値が管理記録として適切にまとめられており、確認できた。

□  施工計画書等で出来形の管理基準を設定して、適切に管理していた。
□  写真による出来形の管理記録が適切にまとめられており、よく整理されていた。
□  出来形測定や、不可視部分となる箇所の出来形が写真や施工記録等で的確に確認できた。
□　整備前後の劣化状況・修復状況について、図表等で記録していた。
□  製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が、許容範囲内であった。
□　製品の機能、性能の実測値等が、設計図書に定めるもの以上となっていた。
□  その他（理由： ）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９５％以上・・・・・・・・ａ
適合率が９０％以上～９５％未満・・ａ’
適合率が８５％以上～９０％未満・・ｂ
適合率が８０％以上～８５％未満・・ｂ’
適合率が６０％以上～８０％未満・・ｃ
適合率が６０％未満・・・・・・・・ｄ

評定不可

※（建築に付帯
する程度の外
構、植栽は、こ
の区分による）

土   木   工   事

3.出来形及び出
来ばえ

建築・電気・機械工事

3.出来形及び出
来ばえ

適
合

項
目
数

ばらつきで判定可能

□　出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、契約書第１８条第２項、第３項又は第
３４条第２項に基づき破壊検査を行った。

（上・下限値が有る場合） 上限規格値

↑
｜

↑ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

（下限値のみの場合） 仮想の上限規格値
↑

↑ ｜
｜ ｜

↑ ｜
｜ ｜
↓ ↓
↑ ↑
｜ ｜
↓ ｜

｜
↓

下限規格値

出来形及び品質のばらつきの判定方法

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値が
あるものと仮定し、考慮する。

〔管理図〕

上限値
を
仮定50%

80%

80%
設計値 50%

設計値
50% 80%

ばらつきが少ない ばらついている ばらつきが大きい

規
格
値

〔度数表又はヒストグラム〕

規
格
値

規
格
値

規
格
値
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格
値
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格
値



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          土木工事●「工種別評価項目」①「コンクリート構造物工事」か 

                                          ら㉒「電気通信工事」まで（略）                                          

                                           

（完成） ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?

別紙－３③ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所　　　（検査員）

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?
Ⅱ．品質 □　工事内容又は工程上、品質評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

【評価項目】
□　監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

□　工事請負契約書第１８条第２項、第３項又は第３４条第２項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（品質管理が不備である）

　　①建築・電気・機械工事共通
□　品質や性能確保のため、工事（製作）着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できた。
□　現地状況を勘案し、施工方法を工夫していた。
□　納まりが複雑又は不明確な部分について、施工図等で十分検討がなされていた。
□　材料の品質が品質証明書等（現物照合を含む。）で確認でき、満足するものであった。
□　品質の確認結果が分かりやすく整理されていた。
□　材料や製品の品質、性能が試験結果報告書や検査証明書等で確認でき、満足するものであった。

　　②建築工事
□　躯体工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　仕上工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　外構、植栽工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。

　　③電気・機械工事 【対象工種：電気工事・管工事・機械器具設置工事・電気通信工事　他】
□　機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足するものであった。
□　溶接管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　塗装管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　製品の機能、性能管理が設計書のとおり実施され、その結果や管理内容が試験記録等で確認でき、満足するものであった。
□　操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足するものであった。
□　設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足するものであった。

　　④建築解体工事
□　有害物質等含有の調査報告書があり、工事着手前の技術検討の内容が確認できた。
□　既存部分との調整、収まり等不明確な部分について、施工図等で十分検討されていた。
□　埋め戻し土や砕石等の品質が品質証明書等で確認できた。
□　建設副産物が適切に処理されたことがマニフェストにより確認できた。
□　躯体部分等の解体が施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認できた。
□　埋め戻しや整地等の仕上工事が施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認できた。

　　⑤( 　)工事 （　）工法
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９５％以上・・・・・・・・ａ
適合率が９０％以上～９５％未満・・ａ’
適合率が８５％以上～９０％未満・・ｂ
適合率が８０％以上～８５％未満・・ｂ’
適合率が６０％以上～８０％未満・・ｃ
適合率が６０％未満・・・・・・・・ｄ

チェック欄 土木工事関連 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?
Ⅱ．品　質 □　工事内容又は工程上、品質評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

※評価する工種（評価対象工種）の工種番号（以降の●「工種別評価項目」に列記されている工種先頭に付された番号①～㉕）を下欄に明記の上、以下により評定を行う。

工種番号(１) 工種番号(２) 工種番号(３)

【評価項目】
□  品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

□  品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣り、工事請負契約書第１８条第２項、第３項又は第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・・・・・ｅ（品質管理が不備である）

品質関係の試験結果のばらつきと工種別評価対象項目の履行状況（適合率）から判断する。【判断基準参照】
【試験とは関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験のこと】
[ばらつき範囲]
□  品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の５０％を超え８０％以内であった。
□  品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の８０％を超えていた。
□  ばらつきが判断不可能であった。〔規格値、試験基準はあるが打点数が少なくばらつきの判断ができない場合や規格値、試験基準がなく工種別評価項目だけで評価する場合〕

【判断基準】

　　※評価対象外の項目は「対象外」とする。
　　※対象外項目がある場合は、削除後の評価項目数を母数として計算した ５０％以内 ８０％以内 ８０％を超える

　　　比率(%)計算の値で評価する。 ９０％以上 ａ ａ’ ｂ ｂ

　　※適合率（　％）＝該当項目数（　）／評価対象項目数（　） ８０％以上９０％未満 ａ’ ｂ ｂ’ ｂ’

　　※工種別評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 ６０％以上８０％未満 ｂ ｂ’ ｃ ｃ

　　※工種別評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。 ６０％未満 ｃ ｃ ｃ ｃ

●「共通評価
項目」

ばらつきで判定可能 ばらつきで
判断不可能

適

合
率

建築・電気・機械工事

３．出来形及び出
来ばえ

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

土   木   工   事

３.出来形及び出
来ばえ

　※評価対象工種とした工種番号



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          土木工事●「工種別評価項目」①「コンクリート構造物工事」か 

                                          ら㉒「電気通信工事」まで（略） 

 

（完成） ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?

別紙－３③ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所      (検査員）

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

Ⅱ.品質 □　工事内容または工程上、品質評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

【評価項目】
□　監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

□　契約書第１８条第２項，第３項又は第３４条第２項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・ｅ（品質管理が不備である）

　　①建築・電気・機械工事共通
□　品質や性能確保のため、工事（製作）着手前の技術検討が充分実施され、内容が確認できた。
□　現地状況を勘案し、施工方法を工夫していた。
□　収まりが複雑又は不明確な部分について、施工図等で十分検討がなされていた。
□　材料の品質が品質証明書等（現物照合を含む。）で確認でき、満足するものであった。
□　品質の確認結果が分かりやすく整理されていた。
□　材料や製品の品質、性能が試験結果報告書や検査証明書等で確認でき、満足するものであった。

　　②建築工事
□　躯体工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　仕上工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　外構、植栽工事が設計図書、施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。

　　③電気・機械工事 【対象工種：電気工事・管工事・機械器具設置工事・電気通信工事　他】
□　機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足するものであった。
□　溶接管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　塗装管理が設計図書のとおり実施され、管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　製品の機能、性能管理が設計書のとおり実施され、その結果や管理内容が試験記録等で管理内容が確認でき、満足するものであった。
□　操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足するものであった。
□　設備の総合性能が設計図書のとおり確保され、内容が確認でき、満足するものであった。

　　④建築解体工事
□　有害物質等含有の調査報告書があり、工事着手前の技術検討の内容が確認できた。
□　既存部分との調整、収まり等不明確な部分について、施工図等で十分検討されていた。
□　埋め戻し土や砕石等の品質が品質証明書等で確認できた。
□　建設副産物が適切に処理されたことがマニフェストにより確認できた。
□　躯体部分等の解体が施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認できた。
□　埋め戻しや整地等の仕上工事が施工計画書のとおり実施され、管理内容が確認できた。

　　⑤( 　)工事 （　）工法
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９５％以上・・・・・・・・ａ
適合率が９０％以上～９５％未満・・ａ’
適合率が８５％以上～９０％未満・・ｂ
適合率が８０％以上～８５％未満・・ｂ’
適合率が６０％以上～８０％未満・・ｃ
適合率が６０％未満・・・・・・・・ｄ

チェック欄 土木工事関連 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

Ⅱ．品　質 □　工事内容または工程上、品質評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・・ｃ（他の項目に該当しない）

※評価する工種（評価対象工種）の工種番号（以降の●「工種別評価項目」に列記されている工種先頭に付された番号①～㉕）を下欄に明記の上、以下により評定を行う。

工種番号(１) 工種番号(２) 工種番号(３)

【評価項目】
□  品質関係の試験結果が規格値，試験基準を超えるものがあり，監督職員又は検査員が文書で改善指示を行った。

上記項目に該当すれば・・・・・・・・ｄ（品質管理がやや不備である）

□  品質関係の試験結果が規格値，試験基準を満足せず品質が劣り，契約書第１８条第２項，第３項又は第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。

上記項目に該当すれば・・・・・・・・ｅ（品質管理が不備である）

品質関係の試験結果のばらつきと工種別評価対象項目の履行状況（適合率）から判断する。【判断基準参照】
【試験とは関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験のこと】
[ばらつき範囲]
□  品質関係の試験結果が規格値，試験基準を満足し、ばらつきが規格値の５０％以内であった。
□  品質関係の試験結果が規格値，試験基準を満足し、ばらつきが規格値の５０％を超え８０％以内であった。
□  品質関係の試験結果が規格値，試験基準を満足し、ばらつきが規格値の８０％を超えていた。
□  ばらつきが判断不可能であった。〔規格値、試験基準はあるが打点数が少なくばらつきの判断ができない場合や規格値、試験基準がなく工種別評価項目だけで評価する場合〕

【判断基準】

　　※評価対象外の項目は「対象外」とする。
　　※対象外項目がある場合は、削除後の評価項目数を母数として計算した ５０％以内 ８０％以内 ８０％を超える
　　　比率(%)計算の値で評価する。 ９０％以上 ａ ａ’ ｂ ｂ
　　※適合率（　％）＝該当項目数（　）／評価対象項目数（　） ８０％以上９０％未満 ａ’ ｂ ｂ’ ｂ’
　　※工種別評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 ６０％以上８０％未満 ｂ ｂ’ ｃ ｃ
　　※工種別評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。 ６０％未満 ｃ ｃ ｃ ｃ

●「共通評価
項目」

ばらつきで判定可能 ばらつきで
判断不可能

適
合
率

建築・電気・機械工事

3.出来形及
び出来ばえ

※（建築に付帯
する程度の外
構、植栽は、こ
の区分による）

土   木   工   事

3.出来形及
び出来ばえ

　※評価対象工種とした工種番号



改正後（新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                土木工事●「工種別評価項目」①コンクリート構造 

物、砂防構造物、海岸、コンクリート橋、港湾、漁港、 

トンネル、シールド工事から⑲通信設備工事、受変電 

設備工事、その他類似工事まで（略） 

 

（完成） ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合数 評点

未入力 ? ?

別紙－３④ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所　　　（検査員）

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?
Ⅲ．出来ばえ □　工事内容又は工程上、出来ばえ評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・ｃ

【工種別評価項目】

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない場合）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（仕上げが悪く、全体的に美観が悪い）

　　①建築工事
□　建築物の通りや材料、製品の割付等が良かった。
□　仕上げの色調に色むら等が無く、均一性、平坦性が良かった。
□　使い勝手等の機能面に対する配慮が適切であった。
□　きめ細かな施工がなされ、納まりが良かった。
□　仕上げの取り付け状態、作動状態が良かった。
□　関連工事との取り合いが良かった。
□　全体的な美観が良かった。

　　②機械設備工事　　　　　　　　【対象工種：管工事・機械器具設置工事　他】
□　仕上がり状態が良く、全体的な美観に優れていた。
□　主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が優れていた。
□　異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れていた。
□　公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良かった。
□　溶接、塗装、組立等細部に渡る配慮が良かった。
□　構造物や既設部分とのすりつけや取り合いがよかった。
□  関連工事との取り合いが良かった。

　　③電気設備工事 【対象工種：電気工事・電気通信工事　他】
□　仕上がり状態が良く、全体的な美観に優れていた。
□　公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮が良かった。
□　構造物や既設部分とのすりつけや取り合いが良かった。
□　製作上の補修痕跡がなかった。
□　当該設備及び関連設備が全体的に統制され、総合的な性能向上が図られている。
□　全体的に取り扱いやすい。
□　関連工事との取り合いが良かった。

　　④建築解体工事
□　整地の均し状況等、仕上げの均一性、平坦性が良かった。
□　整地後の雨水排水勾配が良いことや水溜まり等が発生しない等、配慮が適切であった。
□　既存建物や隣地、敷地外等の側溝へのすり付け等、納まりが良好であった。
□　既存部分への各設備機器等の付け替え等、取り付け、作動が良かった。
□　既存部分との調整があり、取り合いが良かった。
□　公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮が良かった。
□　整地状況、雨水排水勾配、側溝へのすり付け等、全体的な美観が良かった。

　　⑤( 　)工事 （　）工法
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 適合率 評点

未入力 ? ?
土木工事関連 □　工事内容又は工程上、出来ばえ評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・ｃ

Ⅲ．出来ばえ ※評価する工種（評価対象工種）の工種番号（以降の●「工種別評価項目」に列記されている工種先頭に付された番号①～㉒）を下欄に明記の上、以下により評定を行う。

工種番号(１) 工種番号(２) 工種番号(３)

【工種別評価項目】

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない場合）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（仕上げが悪く、全体的に美観が悪い）

土   木   工   事

建築・電気・機械工事

３．出来形及び出
来ばえ

●「工種別評価
項目」

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

３．出来形及び出
来ばえ

　※評価対象工種とした工種番号

●「工種別評価
項目」



改正前（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                土木工事●「工種別評価項目」①コンクリート構造 

物、砂防構造物、海岸、コンクリート橋、港湾、漁港、 

トンネル、シールド工事から⑲通信設備工事、受変電 

設備工事、その他類似工事まで（略） 

 

（完成） ※「土木工事関連」、「建築設備工事関連」を合併（同時）評定した場合は、評定結果の低い方の工事が評価対象工事となる。
評価対象工事 評定結果 適合数 評点

未入力 ? ?

別紙－３④ 工事成績調書の考査項目別採点運用表
　　[ 記入方法]　 評価する項目の□の左のチェック欄は、ｙｅｓ：「１」、ｎｏ：「0」、対象外：「対象外」、のいずれかとする。 水色 ：入力箇所　　　　　　　　（検査員）

チェック欄 建築設備 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

Ⅲ．出来ばえ □　工事内容または工程上、出来ばえ評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・ｃ

【工種別評価項目】

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない場合）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（仕上げが悪く、全体的に美観が悪い）

　　①建築工事
□　建築物の通りや材料、製品の割付等が良かった。
□　仕上げの色調に色むら等が無く、均一性、平坦性が良かった。
□　使い勝手等の機能面に対する配慮が適切であった。
□　きめ細かな施工がなされ、納まりが良かった。
□　仕上げの取り付け状態、作動状態が良かった。
□　関連工事との取り合いが良かった。
□　全体的な美観が良かった。

　　②機械設備工事　　　　　　　　【対象工種：管工事・機械器具設置工事　他】
□　仕上がり状態が良く、全体的な美観に優れていた。
□　主設備、関連設備、操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が優れていた。
□　異常な振動、騒音がなく、動きもスムーズで、総合的な機能、運転性能が優れていた。
□　公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良かった。
□　溶接、塗装、組立等細部に渡る配慮が良かった。
□　構造物や既設部分とのすりつけや取り合いがよかった。
□  関連工事との取り合いが良かった。

　　③電気設備工事 【対象工種：電気工事・電気通信工事　他】
□　仕上がり状態が良く、全体的な美観に優れていた。
□　公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮が良かった。
□　構造物や既設部分とのすりつけや取り合いが良かった。
□　製作上の補修痕跡がなかった。
□　当該設備及び関連設備が全体的に統制され、総合的な性能向上が図られている。
□　全体的に取り扱いやすい。
□　関連工事との取り合いが良かった。

　　④建築解体工事
□　整地の均し状況等、仕上げの均一性、平坦性が良かった。
□　整地後の雨水排水勾配が良いことや水溜まり等が発生しない等配慮が適切であった。
□　既存建物や隣地、敷地外等の側溝へのすり付け等、納まりが良好であった。
□　既存部分への各設備機器等の付け替え等、取り付け、作動が良かった。
□　既存部分との調整があり、取り合いが良かった。
□　公共物としての安全、環境、維持管理等への配慮が良かった。
□　整地状況、雨水排水勾配、側溝へのすり付け等、全体的な美観が良かった。

　　⑤( 　)工事 （　）工法
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□  その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

チェック欄 土木工事関連 評定結果 適合率 評点
未入力 ? ?

土木工事関連 □　工事内容または工程上、出来ばえ評定が出来なかった。

上記項目に該当すれば・・・ｃ

Ⅲ．出来ばえ ※評価する工種（評価対象工種）の工種番号（以降の●「工種別評価項目」に列記されている工種先頭に付された番号①～㉒）を下欄に明記の上、以下により評定を行う。

工種番号(１) 工種番号(２) 工種番号(３)

【工種別評価項目】

※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
※評価対象項目が0/1評価できない場合は中間評価｢0.5｣入力可とする。

適合率が９０％以上・・・・・・・・・・・ａ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が８０％以上～９０％未満・・・・・ｂ（仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい）
適合率が６０％以上～８０％未満・・・・・ｃ（他の事項に該当しない場合）
適合率が６０％未満・・・・・・・・・・・ｄ（仕上げが悪く、全体的に美観が悪い）

土   木   工   事

建築・電気・機械工事

３．出来形及
び出来ばえ

●「工種別評価
項目」

※（建築に付帯す
る程度の外構、植
栽は、この区分に
よる）

３．出来形及
び出来ばえ

　※評価対象工種とした工種番号

●「工種別評価
項目」



改正後（新） 改正前（旧） 

（中間）別紙－３①から（中間）別紙－３④まで（略） （中間）別紙－３①から（中間）別紙－３④まで（略） 

   附 則 

  この要領は、令和８年４月１日から施行する。 


